
       和歌山県報  第 2139 号 平成 22年 3月 5日（金曜日） 

－ 1 － 

 
 

 

 

 

目  次 (＊については県例規集登載事項) 

○ 教育委員会規則 

＊1 和歌山県立高等学校規則の一部を改正する規則 

○ 告示 

192 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定によ

る特定施設の設置の許可申請 (環境管理課) 

193 特定非営利活動法人の定款変更認証の申請 

  (県民生活課) 

＊194 平成21年和歌山県告示第577号（家畜の飼養及び収

容施設について許可を要する区域の指定）の廃止 

  (食品・生活衛生課) 

195 介護保険法による指定居宅サービス事業者、指定居

宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の

廃止 (長寿社会課) 

196 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事

業者の廃止 (障害福祉課) 

197 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事

業者の指定 (  〃  ) 

198 大規模小売店舗の変更の届出 (商工振興課) 

199 川辺町周辺土地改良区の役員の退任 

  (農業農村整備課) 

200 県営ため池等整備事業の工事の完了 

  (   〃   ) 

201 〃 (   〃   ) 

202 換地処分の完了 (   〃   ) 

203 紀北地域森林計画の変更 (林業振興課) 

204 紀中地域森林計画の変更 (  〃  ) 

205 紀南地域森林計画の変更 (  〃  ) 

206 公共測量の終了 (技術調査課) 

207 都市計画事業の事業計画の変更認可 (道路建設課) 

208 港湾法による海南都市計画臨港地区和歌山下津港臨

港地区内における分区の指定 (港湾空港振興課) 

209 港湾法による下津都市計画臨港地区和歌山下津港臨

港地区内における分区の指定 (   〃   ) 

210 港湾法による有田都市計画臨港地区和歌山下津港臨

港地区内における分区の指定 (   〃   ) 

○ 選挙管理委員会告示 

17 政治団体の届出事項の異動の届出 

18 政治団体の解散の届出 

19 政治団体の収支報告書の要旨 

20 政治団体の設立の届出 

21 資金管理団体の届出事項の異動の届出 

22 資金管理団体の届出 

23 平成21年和歌山県選挙管理委員会告示第82号（政治

団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

24 平成19年和歌山県選挙管理委員会告示第122号（政

治団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

25 平成17年和歌山県選挙管理委員会告示第108号（政

治団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

26 平成18年和歌山県選挙管理委員会告示第115号（政

治団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

27 平成19年和歌山県選挙管理委員会告示第122号（政

治団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

28 平成20年和歌山県選挙管理委員会告示第99号（政治

団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

29 平成21年和歌山県選挙管理委員会告示第82号（政治

団体の収支報告書の要旨）の一部訂正 

○ 県議会に関する事項 

＊和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部

を改正する規程 

教育委員会規則 

和歌山県教育委員会規則第1号 

 和歌山県立高等学校規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

  平成22年3月5日 

和歌山県教育委員会委員長 宮 永 健 史 

和歌山県立高等学校規則の一部を改正する規則 

 和歌山県立高等学校規則（昭和29年和歌山県教育委員会

規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 別表第1和歌山県立貴志川高等学校の項中「長原高塚400」

を「長原400」に改め、同表和歌山県立和歌山商業高等学 
 

 

「
 情報処理      

 会計 「
 

校の項中 を
 
 ビジネス創造 に改め、

」 国際経済 

  ビジネス創造     
」

 

同表和歌山県立大成高等学校の項を削り、同表和歌山県立

大成高等学校美里分校の項中「和歌山県立大成高等学校美

里分校」を「和歌山県立海南高等学校美里分校」に改め、 
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「

 機械    

同表和歌山県立田辺工業高等学校の項中 

  電子 

」
 

を

「
 機械  に改め、同表和歌山県立南紀高等学

」 
 

「

 
 定時制  普通 

 
「

校の項中 
  

を  定時制

 専攻科  看護   看護     

」
 

 普通        に改め、同表和歌山県立串本高等学
」 

 

校の項、和歌山県立古座高等学校の項及び和歌山県立和歌

山第二工業高等学校の項を削る。 

 別表第3和歌山県立古座高等学校の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

告     示 

和歌山県告示第192号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第

5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があっ

たので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響

についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記

載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

 住所 海南市日方新浜1294-10 

 名称 和歌山鋼管化工株式会社 

 氏名 取締役社長 吉年弘行 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

 所在地 海南市日方新浜1294-10 

 名称 和歌山鋼管化工株式会社 

（3）特定施設に関する事項 

 別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

 別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

 別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

 平成22年3月5日から同月25日まで 

（2）場所 

 和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南

市役所 

別表1 

種 類 第65号 

基 数 1基 

能 力 継手6,000個/h 

工事着手予定年月日 － 

工事完成予定年月日 － 

使用開始予定年月日 － 

使 用 時 間 間 隔 8時から17時まで 

1日当たりの使用時間 8時間 

使用の季節的変動 なし 

使用時において当該特

定施設から排出される
通 常 最 大 

pH 6.5 6.5 

COD(㎎/) 5.68 5.68 

BOD(㎎/) 1.12 1.12 

SS(㎎/) 21.0 21.0 

n-Hex(㎎/

) 
0.60 0.60 

T-N(㎎/) 5.3 5.3 

汚水等の

汚染状態

の通常の

値及び最

大の値 

T-P(㎎/) 6.5 6.5 

当該汚水等の1日当た

りの通常の量及び最大

の量(/日) 
129 173 

 

 

別表2 

種 類 廃水処理装置 浄化槽 

能 力 700/日 50人槽 

汚水等の処理方式 凝集沈殿方式 全ばっ気 

使 用 時 間 の 間 隔 8時から19時まで 8時から19時まで 

工事着手予定年月日 既設 既設 

工事完成予定年月日 既設 既設 

使用開始予定年月日 － － 
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1日当たりの使用時間 10時間 10時間 

使用の季節的変動 なし なし 

通 常 最 大 通 常 最 大 使用時における当該汚水等の処理施設によ

る処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の

通常の値及び最大の値 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後

pH 6.5 7.9 6.5 7.9  7.8  7.8 

COD(㎎/) 5.68 1.8 5.68 1.8  30  30 

BOD(㎎/) 1.12 1.2 1.12 1.2  20  20 

SS(㎎/) 21.0 1.0 21.0 1.0  20  20 

n-Hex(㎎/) 0.60 1.60 0.60 1.60  20  20 

T-N(㎎/) 5.3 3.2 5.3 3.2  20  20 

 

T-P(㎎/) 6.5 1.8 6.5 1.8  2  2 

当該汚水等の1日当たりの通常の量及び最大

の量(/日) 129 129 173 173 3 3 4 4 

 

別表3 

排水口名 施設排水 生活排水 

通常 129 3 
排水量(ｍ

3
/日) 

最大 173 4 

通常 7.9 7.8 
pH 

最大 7.9 7.8 

通常 1.8 30 
COD(㎎/) 

最大 1.8 30 

通常 1.2 20 
BOD(㎎/) 

最大 1.2 20 

通常 1.0 20 
SS(㎎/) 

最大 1.0 20 

通常 1.6 20 
n-Hex(㎎/) 

最大 1.6 20 

通常 3.2 20 
T-N(㎎/) 

最大 3.2 20 

通常 1.8 2 
T-P(㎎/) 

最大 1.8 2 

 

和歌山県告示第193号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第25条第3

項の規定による定款変更認証の申請があったので、同条第5

項において準用する同法第10条第2項の規定により次のとお

り公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活

課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え置いて、平

成22年4月19日まで縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請年月日 

 平成22年2月19日 

2 名称 

 特定非営利活動法人和歌山県くるま情報センター 

3 代表者の氏名 

 西園弘美 

4 主たる事務所の所在地 

 和歌山県岩出市畑毛173番地 

5 定款に記載された目的 

 この法人は、国土交通省認定による運転者講習会の開

催を通して「安全」で「安心」して乗れる運転協力者を

育成し、移動困難者の移送送迎サービスを行い、福祉車

両をはじめとした車の「情報化社会の発展を図る活動」

「まちづくりの推進を図る活動」「地域安全活動」体の

不自由なお年寄りの移動送迎活動サービスを行う。 

 

和歌山県告示第194号 

 平成21年和歌山県告示第577号（家畜の飼養及び収容施

設について許可を要する区域の指定）は、平成22年3月31

日限り、廃止する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第195号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第75条第2項、第82

条第2項及び第115条の5第2項の規定に基づく指定居宅サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ

ービス事業者の廃止について、次のとおり届出があったの

で、同法第78条第2号、第85条第2号及び第115条の10第2号

の規定に基づき公示する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 



       和歌山県報  第 2139 号 平成 22年 3月 5日（金曜日） 

－ 4 － 

 

指定事業者 

番   号 
申請者の名称 

主たる事務所の 

所  在  地 
代表者の氏名

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 

サービスの

種   類

廃 止

年月日

3061490110 有限会社岡正 海南市重根831 岡本正大 オスカーケアセ

ンター 

海南市重根831 訪問看護・介

護予防訪問看

護 

平成 

21.11.30

3070105329 有限会社アメイズ 和歌山市新中島8

3-25 

池永昌純 アメイズ 和歌山市新中島83-

25 

居宅介護支援 平成 

22.1.31

3011410242 医療法人喜望会 海南市船尾196番

地 

笠松望 笠松病院 海南市船尾196番地 居宅介護支援 平成 

22.2.18

3062190008 医療法人はしもと 日高郡美浜町田井

400-1 

橋本修身 訪問看護ステー

ションはしもと

日高郡美浜町田井4

00-1 

介護予防訪問

看護 

平成 

22.2.28

3070102128 和歌山生活協同組

合 

和歌山市府中477

番地1 

岸川和弘 和歌山生活協同

組合 

和歌山市弘西571番

地 

訪問介護・介

護予防訪問介

護・居宅介護

支援 

平成 

22.2.28

3070105022 和歌山生活協同組

合 

和歌山市府中477

番地1 

岸川和弘 オレンジコープ

介護付き住宅み

のり紀伊 

和歌山市弘西571番

地 

特定施設入居

者生活介護・

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

平成 

22.2.28

 

和歌山県告示第196号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第1項

の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の廃止につい

て、次のとおり届出があったので、同法第51条第2号の規定

に基づき公示する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類
事業者の名称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止

年月日

30101015

29 

和歌山生活協同組合 和歌山市弘西571番地 居宅介護 

重度訪問介護 

和歌山生活協同組合 和歌山市府中477番地

の1 

平成 

22.2.28 

 

和歌山県告示第197号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第1項

の指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので、

同法第51条第1号の規定に基づき公示する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
 

事業所 

番 号 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の 

名  称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

指 定 の

有効期限

30113100

61 

介護ステーシ

ョンめばえ 

伊都郡九度山町九

度山1547番地1 

居宅介護 

重度訪問介護

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

障害児 

特定非営利活

動法人いぶき

福祉会 

伊都郡九度山町九

度山1547番地1 

平成 

22.3.1 

平成 

28.2.28 

30101206

28 

ヘルパーステ

ーションぱせ

り 

和歌山市市小路15

3番地の1 

居宅介護 

重度訪問介護

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

障害児 

株式会社ぱせ

り 

和歌山市市小路15

3番地の1 

平成 

22.3.1 

平成 

28.2.28 

30101206

36 

グリーン介護

センター 

和歌山市黒田359

番地 

居宅介護 

重度訪問介護

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

障害児 

株式会社西川 和歌山市黒田359

番地 

平成 

22.3.1 

平成 

28.2.28 

30101206

44 

オレンジコー

プ紀伊 

和歌山市弘西571

番地 

居宅介護 

重度訪問介護

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

泉南生活協同

組合 

泉南市信達岡中14

89番地の10 

平成 

22.3.1 

平成 

28.2.28 
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    障害児     

 

和歌山県告示第198号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項及び第2項の規定により、大規

模小売店舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規

定により公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称

（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周

辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山県商

工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように

提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 松源岩出店 

 和歌山県岩出市大町字大町後58番地の2 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

 株式会社松源 代表取締役社長 桑原一良 

 和歌山県和歌山市吹上2丁目4番50号 

3 変更しようとする事項 

（1）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 （変更前） 

 株式会社松源 和歌山県和歌山市吹上2丁目4番50号 

 代表取締役 桑原一良 

 株式会社花安 和歌山県和歌山市西高松2-7-3 

 代表取締役 有田順一 

 株式会社西岡酒店 和歌山県橋本市隅田町河瀬429 

 代表取締役 西岡巨充 

 （変更後） 

 株式会社松源 和歌山県和歌山市吹上2丁目4番50号 

 代表取締役 桑原一良 

 株式会社花安 和歌山県和歌山市西高松2-7-3 

 代表取締役 有田順一 

 株式会社西岡酒店 和歌山県橋本市隅田町河瀬429 

 代表取締役 西岡巨充 

 株式会社ジップドラッグ 愛知県名古屋市西区宝地

町340番地 

 代表取締役 奥川直和 

 辻本秀雄 和歌山県岩出市中黒564 

（2）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

 （変更前）1,536㎡ 

 （変更後）2,200㎡ 

（3）駐車場の位置及び収容台数 

 （変更前）127台 

 （変更後）158台 

（4）荷さばき施設の位置及び面積 

 （変更前）23㎡ 

 （変更後）69㎡ 

4 変更年月日 

 平成22年10月24日 

5 変更する理由 

 お客様の利便性の向上のため。 

6 届出年月日 

 平成22年2月23日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課

（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

 岩出市事業部農林経済課（岩出市西野209番地） 

 和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課（岩出市高

塚209番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月5日から同年7月5日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第199号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規

定により、川辺町周辺土地改良区の役員について次のとお

り公告する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 退任した役員 

職名 氏  名  住    所 

理事 笹朝一   日高郡日高川町大字佐井205番地1 

 

和歌山県告示第200号 

 県営ため池等整備事業につき、その工事が完了したので、

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の2第3項の規

定により、次のとおり公告する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 事業名 県営ため池等整備事業中山池地区 

2 確定年月日 平成19年3月30日 
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3 工事を完了した時期 平成21年12月18日 

 

和歌山県告示第201号 

 県営ため池等整備事業につき、その工事が完了したので、

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の2第3項の規

定により、次のとおり公告する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 事業名 県営ため池等整備事業白豆池地区 

2 確定年月日 平成19年3月30日 

3 工事を完了した時期 平成22年1月13日 

 

和歌山県告示第202号 

 平成22年2月8日付けで計画認可した日高川町営換地計画

（和佐地区）については、換地処分が完了したので、土地

改良法（昭和24年法律第195号）第96条の4において準用す

る同法第54条第4項の規定により、この旨を公告する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第203号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第5条第4項の規定に基づ

き紀北地域森林計画を変更したので別紙のとおり公表する。 

 なお、別紙は省略し、和歌山県農林水産部森林・林業局

林業振興課、海草振興局地域振興部林務課、那賀振興局地

域振興部林務課及び伊都振興局地域振興部林務課に備え付

け、縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第204号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第5条第4項の規定に基づ

き紀中地域森林計画を変更したので別紙のとおり公表する。 

 なお、別紙は省略し、和歌山県農林水産部森林・林業局

林業振興課、有田振興局地域振興部林務課及び日高振興局

地域振興部林務課に備え付け、縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第205号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第5条第4項の規定に基づ

き紀南地域森林計画を変更したので別紙のとおり公表する。 

 なお、別紙は省略し、和歌山県農林水産部森林・林業局

林業振興課、西牟婁振興局地域振興部林務課及び東牟婁振

興局地域振興部林務課に備え付け、縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

和歌山県告示第206号 

 測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用す

る同法第14条第2項の規定に基づき和歌山地方法務局長か

ら公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公

示する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 作業の種類 公共測量（不動産登記法第14条第1項地図

作成） 

2 作業期間 平成21年10月1日から平成22年2月1日まで 

3 作業地域 和歌山市東小二里町 

 和歌山市松ヶ丘一丁目 

 和歌山市松ヶ丘二丁目 

 和歌山市松ヶ丘三丁目 

 

和歌山県告示第207号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第1項の規定

により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、

同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定に基づ

き次のとおり告示する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 施行者の名称 

 和歌山市 

2 都市計画事業の種類及び名称 

 平成15年和歌山県告示第1059号和歌山都市計画道路事

業3・5・12号市駅小倉線 

3 事業施行期間 

 平成15年9月16日から平成27年3月31日まで 

4 事業地 

 収用の部分 

 変更なし 

 使用の部分 

 変更なし 

 

和歌山県告示第208号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第1項の規定によ

る海南都市計画臨港地区和歌山下津港臨港地区内における

分区を次のとおり指定する。 

 なお、次の表の「別図」は省略し、その図面を県土整備

部港湾空港局港湾空港振興課及び和歌山下津港湾事務所に

備え置いて一般の縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山下津港港湾管理者和歌山県    

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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分   区 区    域 面  積

商港区 海南市日方及び船尾のうち別

図に示す区域 

約2.3ha 

工業港区 海南市船尾及び藤白のうち別

図に示す区域 

約151.1ha

 

和歌山県告示第209号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第1項の規定によ

り下津都市計画臨港地区和歌山下津港臨港地区における分

区を次のとおり指定し、平成10年和歌山県告示第535号（分

区の指定）は、廃止する。 

 なお、次の表の「別図」は省略し、その図面を県土整備

部港湾空港局港湾空港振興課及び和歌山下津港湾事務所に

備え置いて一般の縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山下津港港湾管理者和歌山県    

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

分   区 区    域 面  積

商港区 海南市下津町大崎及び下津の

うち別図に示す区域 

約1.1ha 

工業港区 海南市下津町大崎、方及び下

津のうち別図に示す区域 

約93.2ha 

 

和歌山県告示第210号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第1項の規定によ

り有田都市計画臨港地区和歌山下津港臨港地区における分

区を次のとおり指定し、平成10年和歌山県告示第536号

（分区の指定）は、廃止する。 

 なお、次の表の「別図」は省略し、その図面を県土整備

部港湾空港局港湾空港振興課及び和歌山下津港湾事務所に

備え置いて一般の縦覧に供する。 

  平成22年3月5日 

和歌山下津港港湾管理者和歌山県    

代表者 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

分   区 区    域 面  積

商港区 有田市箕島、港町及び初島町

浜のうち別図に示す区域 

約1.4ha 

工業港区 有田市港町及び初島町浜のう

ち別図に示す区域 

約175.7ha

 

選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第17号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の

規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 
届 出 

年月日 

政党・政治

団 体 の 別
備 考

大江康弘後援会 会計責任者 吉川保雄 森山政次郎 
平成 

22.1.19 
政治団体 

 

代表者 中谷公隆 奥田徹 
平成 

22.1.26 
政治団体 

 

今西敏文後援会 

会計責任者 上野実 井賀竜己 
平成 

22.1.26 
政治団体 

 

寒川篤後援会 
主たる事務所の

所在地 
和歌山市古屋448-2 

和歌山市松江北7丁目6-5

 北新ビル2F 

平成 

22.1.27 
政治団体 

 

山下なおや後援会 代表者 長尾明 藤本弘 
平成 

22.2.1 
政治団体 

 

水本ゆうぞう後援会 代表者 水本雄三 前岩崇 
平成 

22.2.2 
政治団体 

 

市民の風の会 会計責任者 田岡さゆり 井餘田隆也 
平成 

22.2.2 
政治団体 

 

せこう弘成後援会貴

志川支部 
代表者 中村愼司 中村慎司 

平成 

22.2.3 
政治団体 

 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第18号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の 

規定による政治団体の解散の届出があったので、同条第3

項の規定に基づき、次のとおり公表する。 
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  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

届 出 

年月日 

林雅臣後援会 中川勝行 
平成 

21.12.18 

平成 

21.12.18

山本勝一後援会 吉本清 
平成 

21.5.8 

平成 

22.1.14 

田中勉後援会 土井和海 
平成 

21.12.30 

平成 

22.1.18 

にかい俊博後援会有田

市支部 
玉置三夫 

平成 

22.1.22 

平成 

22.1.22 

岩坪初雄後援会 岩坪初男 
平成 

22.1.28 

平成 

22.1.28 

道修一後援会 玉置和男 
平成 

22.1.29 

平成 

22.1.29 

中西正門後援会 岩本康弘 
平成 

22.2.1 

平成 

22.2.4 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第19号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の

規定による政治団体の収支報告書を受理したので、同法第20

条第1項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 
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　　　　（単位：円）

平成21年12月18日 平成22年1月14日 平成22年1月18日 平成22年1月22日

1,690,215 0 0 0

0 0 0 0

1,690,215 0 0 0

1,690,215 0 0 0

ア　個人の党費・会費

　　　　　　　　（　　　人）

イ　寄　　　　　　　　附 1,690,215

　　（ア）　（イ）を除く寄附の合計 1,690,215

　　　　（ａ）　個　　　　人　　　　分 1,690,215

　　　　　　（うち特定寄附）

　　　　（ｂ）　法人その他の団体分

　　　　（ｃ）　政　 治 　団 　体 　分

　　　　（イの寄附のうちあっせん

　　　　　によるもの）

　　（イ）　政　党　匿　名　寄　附

ウ　機関紙誌の発行その他の

　　 事業による収入

エ　借　　　　　　入　　　　　　金

オ　本部又は支部から供与さ

 　　れた交付金に係る収入

カ　そ　　の　　他　　の　　収　　入

ア　経　　　常　　　経　　　費 555,780

　　（ア）　人　　　　　件　　　　　 費

　　（イ）　光　　　熱　　　水　　　費 32,483

    （ウ）  備  品  ・  消  耗  品  費 32,946

    （エ）　事       務       所      費 490,351

イ　政 　 治　  活　  動　  費 1,134,435

　　（ア）　組　　織　　活　　動　　費 13,415

　　（イ）　選　　挙　　関　　係　　費

　　（ウ）　機関紙誌の発行

　　　　　　その他の事業費

　　　　　　（ａ）機関紙誌の

　　　　　　　　 発行事業費

　　　　　　（ｂ）宣伝事業費 1,121,020

　　　　　　（ｃ）政治資金パーティー

　　　　　　　　 開催事業費

　　　　　　（ｄ）その他の事業費

　　（エ）　調査研究費

　　（オ）　寄附・交付金

　　（カ）　その他の経費

　　イ　　本　　年　　収　　入　　額

　２　支　　　　出　　　　総　　　　額

政治団体の収支報告書（平成２１年分）の要旨

　公職の種類

　　報　　　告　　　年　　　月　　　日

　資金管理団体の届出をした者の氏名

　資金管理団体の届出に係る

　　政　　　治　　　団　　　体　　　名

山本勝一後援会

　国会議員関係政治団体の区分

　公職の候補者の氏名

　公職の候補者に係る公職の種類

　　別に掲載）

　５　資　産　等　の　状　況

３
　
収
　
入
　
の
　
内
　
訳

　（＊印は、資産等を有する場合で内訳を

４
　
支
　
出
　
の
　
内
　
訳

　１  収　　　　入　　　　総　　　  額

　　ア　　前　　年　　繰　　越　　額

林雅臣後援会

1,121,020

にかい俊博後援会
有田市支部

田中勉後援会
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収入の内訳（平成２１年分）

　林雅臣後援会

    １寄附の内訳

〈個人からの寄附〉

（氏名） 　（金額） 　　（住所）

林　雅臣 1,490,215円 　　日高川町

年間５万円以下のもの 200,000円
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　　　　（単位：円）

平成22年1月14日 平成22年1月29日 平成22年2月4日

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ア　個人の党費・会費

　　　　　　　　（　　　人）

イ　寄　　　　　　　　附

　　（ア）　（イ）を除く寄附の合計

　　　　（ａ）　個　　　　人　　　　分

　　　　　　（うち特定寄附）

　　　　（ｂ）　法人その他の団体分

　　　　（ｃ）　政　 治 　団 　体 　分

　　　　（イの寄附のうちあっせん

　　　　　によるもの）

　　（イ）　政　党　匿　名　寄　附

ウ　機関紙誌の発行その他の

　　 事業による収入

エ　借　　　　　　入　　　　　　金

オ　本部又は支部から供与さ

 　　れた交付金に係る収入

カ　そ　　の　　他　　の　　収　　入

ア　経　　　常　　　経　　　費

　　（ア）　人　　　　　件　　　　　 費

　　（イ）　光　　　熱　　　水　　　費

    （ウ）  備  品  ・  消  耗  品  費

    （エ）　事       務       所      費

イ　政 　 治　  活　  動　  費
　　（ア）　組　　織　　活　　動　　費

　　（イ）　選　　挙　　関　　係　　費

　　（ウ）　機関紙誌の発行

　　　　　　その他の事業費

　　　　　　（ａ）機関紙誌の

　　　　　　　　 発行事業費

　　　　　　（ｂ）宣伝事業費

　　　　　　（ｃ）政治資金パーティー

　　　　　　　　 開催事業費

　　　　　　（ｄ）その他の事業費

　　（エ）　調査研究費

　　（オ）　寄附・交付金

　　（カ）　その他の経費

中西正門後援会

　　イ　　本　　年　　収　　入　　額

　２　支　　　　出　　　　総　　　　額

政治団体の収支報告書（平成２１年分）の要旨

　公職の種類

　　報　　　告　　　年　　　月　　　日

　資金管理団体の届出をした者の氏名

　資金管理団体の届出に係る

　　政　　　治　　　団　　　体　　　名

　国会議員関係政治団体の区分

　公職の候補者の氏名

　公職の候補者に係る公職の種類

　　別に掲載）

　５　資　産　等　の　状　況

３
　
収
　
入
　
の
　
内
　
訳

　（＊印は、資産等を有する場合で内訳を

４
　
支
　
出
　
の
　
内
　
訳

　１  収　　　　入　　　　総　　　  額

　　ア　　前　　年　　繰　　越　　額

道修一後援会岩坪初雄後援会
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　　　　（単位：円）

平成22年1月22日 平成22年1月28日 平成22年1月29日 平成22年2月4日

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ア　個人の党費・会費

　　　　　　　　（　　　人）

イ　寄　　　　　　　　附

　　（ア）　（イ）を除く寄附の合計

　　　　（ａ）　個　　　　人　　　　分

　　　　　　（うち特定寄附）

　　　　（ｂ）　法人その他の団体分

　　　　（ｃ）　政　 治 　団 　体 　分

　　　　（イの寄附のうちあっせん

　　　　　によるもの）

　　（イ）　政　党　匿　名　寄　附

ウ　機関紙誌の発行その他の

　　 事業による収入

エ　借　　　　　　入　　　　　　金

オ　本部又は支部から供与さ

 　　れた交付金に係る収入

カ　そ　　の　　他　　の　　収　　入

ア　経　　　常　　　経　　　費

　　（ア）　人　　　　　件　　　　　 費

　　（イ）　光　　　熱　　　水　　　費

    （ウ）  備  品  ・  消  耗  品  費

    （エ）　事       務       所      費

イ　政 　 治　  活　  動　  費
　　（ア）　組　　織　　活　　動　　費

　　（イ）　選　　挙　　関　　係　　費

　　（ウ）　機関紙誌の発行

　　　　　　その他の事業費

　　　　　　（ａ）機関紙誌の

　　　　　　　　 発行事業費

　　　　　　（ｂ）宣伝事業費

　　　　　　（ｃ）政治資金パーティー

　　　　　　　　 開催事業費

　　　　　　（ｄ）その他の事業費

　　（エ）　調査研究費

　　（オ）　寄附・交付金

　　（カ）　その他の経費

道修一後援会岩坪初雄後援会にかい俊博後援会
有田市支部

中西正門後援会

　国会議員関係政治団体の区分

　公職の候補者の氏名

　公職の候補者に係る公職の種類

　　別に掲載）

　５　資　産　等　の　状　況

３
　
収
　
入
　
の
　
内
　
訳

　（＊印は、資産等を有する場合で内訳を

４
　
支
　
出
　
の
　
内
　
訳

　１  収　　　　入　　　　総　　　  額

　　ア　　前　　年　　繰　　越　　額

　　イ　　本　　年　　収　　入　　額

　２　支　　　　出　　　　総　　　　額

政治団体の収支報告書（平成２２年分）の要旨

　公職の種類

　　報　　　告　　　年　　　月　　　日

　資金管理団体の届出をした者の氏名

　資金管理団体の届出に係る

　　政　　　治　　　団　　　体　　　名
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和歌山県選挙管理委員会告示第20号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規

定による政治団体の設立の届出があったので、同法第7条の

2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 

その他の政治団体 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

中塚ひろひさ後援

会 
中塚裕久 藤川真和 橋本市東家1-2-8 

平成 

22.1.14 

仁坂吉伸日高町後

援会 
中善夫 小宮正昭 日高郡日高町大字原谷181番地 

平成 

22.1.20 

水本ゆうぞう後援

会 
前岩崇 菊原節太郎 西牟婁郡白浜町1674-1 

平成 

22.1.22 

楠本てつお後援会 楠本徹男 山本和昌 西牟婁郡白浜町才野199番地 
平成 

22.2.1 

黒木よしお後援会 黒木良夫 黒木智子 海南市大野中482-5 
平成 

22.2.8 

チェンジ・チャレ

ンジ橋本 
平井孝朗 正野義一 橋本市あやの台一丁目11番地の1 

平成 

22.2.8 

税理士による岸本

周平後援会 
溝上裕章 鵜島信二 和歌山市湊1410 

平成 

22.2.10 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第21号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項の

規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があった

ので、同法第19条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公

表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 

資金管理団体の届出 

事項の異動の届出を 

し た 者 の 氏 名 

公職の種類 
資金管理団 

体 の 名 称 
異 動 事 項 新 旧 

届 出 

年月日 

寒川篤 和歌山市議会議員 寒川篤後援会 
主たる事務所の

所在地 

和歌山市古屋448-

2 

和歌山市松江北7

丁目6-5 北新ビ

ル2F 

平成 

22.1.27 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第22号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第2項の

規定による資金管理団体の届出があったので、同法第19条

の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 
 

資金管理団体の届出 

を し た 者 の 氏 名 
公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 

届 出 

年月日 

中塚裕久 橋本市長 中塚ひろひさ後援会 橋本市東家1-2-8 中塚裕久 
平成 

22.1.14 

水本雄三 白浜町長 水本ゆうぞう後援会 西牟婁郡白浜町1674-1 水本雄三 
平成 

22.2.2 

黒木良夫 海南市議会議員 黒木よしお後援会 海南市大野中482-5 黒木良夫 
平成 

22.2.8 
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和歌山県選挙管理委員会告示第23号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成21年和

歌山県選挙管理委員会告示第82号（政治団体の収支報告書

の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成20年分）の要旨（政

党）の表自由民主党湯浅町支部の欄中「71,271」を「92,271」

に、「14,466」を「35,466」に、「14,400」を「35,400」

に訂正し、収入の内訳（平成20年分）〔政党〕自由民主党

湯浅町支部の項中「14,400円」を「35,400円」に訂正する。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第24号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成19年和

歌山県選挙管理委員会告示第122号（政治団体の収支報告書

の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成18年分）の要旨（そ

の他の政治団体）の表博友会の欄中「5,214,685」を「4,73

4,685」に、「1,814,685」を「1,334,685」に、「36」を

「480,036」に訂正し、収入の内訳(平成18年分)［その他の

政治団体］博友会の項1寄附の内訳 ＜個人からの寄附＞中

「門三佐博       480,000円  かつらぎ町」を削

り、同項2その他の収入中「預金利子           
 

 36円」を 
「事務所借上料の個人負担分 480,000円 

 預金利子           36円」
に訂

 

正する。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第25号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成17年和

歌山県選挙管理委員会告示第108号（政治団体の収支報告書

の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成16年分）の要旨（その他 
 

 
「 

  6,169,915

  99,915

  6,070,000

  6,148,510

 
 570,000

 (114人)

 5,500,000

 5,500,000

 

 
の政治団体）の表飯田敬文後援会の欄中 

 

 5,500,000

 

 

 
 

 

 
 

  」
 

 
「

  6,229,915  
 99,915  

 6,130,000  

 6,148,510  

 570,000  
 (114人)  

 5,500,000  
 5,500,000  

  

 
を

 
に訂正し、収入の内訳（平成16年分）

 5,500,000  

  

  

  
  

  

  
  

  60,000  」
 

［その他の政治団体］飯田敬文後援会の項中「敬友会   

 

       5,500,000円  打田町」を 

「 敬友会    

 2その他の収入 

  1件10万円未 

 

       5,500,000円  打田町 

          

満のもの     60,000円     」 

に訂正する。

 

和歌山県選挙管理委員会告示第26号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成18年

和歌山県選挙管理委員会告示第115号（政治団体の収支報

告書の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成17年分）の要旨（その他 
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「 

5,221,405

  21,405

  5,200,000

  4,613,708

  
  

  5,200,000

  5,200,000

  

の政治団体）の表飯田敬文後援会の欄中  

  

  5,200,000

  

  

  
  

  

  
  

  
」

 

 
「 

5,401,405   
  81,405   

  5,320,000   

  4,613,708   

     
     

  5,200,000   
  5,200,000   

     

   
を 

   
に訂正し、収入の内訳（平成17年分）

  5,200,000   

     

     

     
     

     

     
     

  120,000  」
 

［その他の政治団体］飯田敬文後援会の項中「敬友会   

 

       5,200,000円  紀の川市」を 

「 敬友会  

 2その他の収

  事務所リー

  文負担分 

 

       5,200,000円  紀の川市 

入           

ス費の飯田敬  120,000円      

                  」 

に訂正する。

 

和歌山県選挙管理委員会告示第27号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成19年和

歌山県選挙管理委員会告示第122号（政治団体の収支報告書

の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成18年分）の要旨（そ

の他の政治団体）の表飯田敬文後援会の欄中「5,107,697」

を「5,287,697」に、「607,697」を「787,697」に訂正す

る。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第28号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成20年

和歌山県選挙管理委員会告示第99号（政治団体の収支報告

書の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成19年分）の要旨（そ

の他の政治団体）の表飯田敬文後援会の欄中「14,703,07

3」を「14,883,073」に、「31,289」を「211,289」に訂正

する。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第29号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の

規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報告が

あったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成21年

和歌山県選挙管理委員会告示第82号（政治団体の収支報告

書の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成22年3月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 諸 木 良 介 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成20年分）の要旨（そ

の他の政治団体）の表飯田敬文後援会の欄中「306,607」

を「486,607」に訂正する。 

県議会に関する事項 

 和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

  平成22年3月5日 

和歌山県議会議長 冨 安 民 浩 

和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程の

一部を改正する規程 

 和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程（平成

7年12月21日制定）の一部を次のように改正する。 

 第2条第2項中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協

会」に改め、「限る。）」の次に「、金銭信託」を加える。 

 別記第1号様式及び別記第2号様式中「借入金（生計を一

にする親族に対する」を「借入金（生計を一にする親族か

らの」に改める。 
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 別記第3号様式中 

「 
 株式等の事業・譲渡・雑所得     

 

    
「 

  
 株式等の事

                     
を 

 」  上場株式等

 

業・譲渡・雑所得                       

の配当所得   

 

    

 

に改める。 

」

 

   附 則 

 この規程は、平成22年3月5日から施行する。 

 

 


